
 

 

 

 

 

テーマ「避難所」 

その１４ 緊急医療救護所・避難所救護所 

 今回は、震災時の傷病者対応を行う緊急医療救護所・避難所救護所についてご案内しま

す。震災時には、まず、区災害医療コーディネーターを中心とした「医療救護本部」が、

うめとぴあ内の保健医療福祉総合プラザに設置されます。医療救護本部は、区内の医療救

護活動の統括・調整を行う組織で、医療処置は行いません。 

 発災から３日間程度は、「緊急医療救護所」で傷病者対応（主にトリアージ）を行い、概

ね４日目以降、区内２０か所の指定避難所に開設する「避難所救護所」で医療従事者の巡

回により対応します。 

 今までは、２０か所の指定避難所を医療救護所とし、主にトリアージを行う計画でした

が、令和７年度の地域防災計画の改定の際に、このように変更になりました。 

 

１． 緊急医療救護所等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 緊急医療救護所の設置病院一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 梅丘地区周辺の避難所救護所 

  代田小学校（代田４丁目）、代沢小学校（代沢５丁目）、桜小学校（世田谷２丁目） 
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４．緊急医療救護所と避難所救護所の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．医療救護の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は、遺体収容所についてご案内します。 
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